	別紙様式１―２
スマート農業技術導入計画書（予算配分用）
１　事業実施者の評価基準

	（１）機械（スマート農業機械以外も含む）の共同利用
	□
	（これまでに）他の１経営体と共同で利用している（１点）
	□
	（これまでに）他の２経営体以上と共同で利用している（２点）

	□
	今後、他の経営体と共同で利用する（２点）
	
	



（２）付加価値額の拡大（原則、直近の状況とその３年度前の状況を比較）
	□
	13％以上（１点）
	□
	15％以上（２点）
	□
	20％以上（３点）
	□
	25％以上（４点）



（３）経営面積の拡大
※　中山間地域（鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例（平成20年鳥取県条例第63号）で定めたもの）に該当する場合、経営面積の拡大の面積要件を下記記載の１／２とする。
	□
	ア　農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けており、かつ、現状は３年度前より４ha（施設園芸作の場合は20％、果樹作の場合は10％）以上の経営面積の拡大を行っている。（５点）
	□
	イ　農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けており、かつ、現状は３年度前より２ha（施設園芸作の場合は10％、果樹作の場合は5％）以上の経営面積の拡大を行っている。（４点）

	□
	ウ　農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けており、かつ、現状は３年度前より経営面積の拡大を行っている、又は農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けていないが、現状は３年度前より４ha（施設園芸作の場合は20％、果樹作の場合は10％）以上の経営面積の拡大を行っている。（３点）
	□
	エ　農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けている、又は農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けていないが、現状は３年度前より２ha（施設園芸作の場合は10％、果樹作の場合は5％）以上の経営面積の拡大を行っている。（２点）
	□
	オ　上記アからエまでに該当しない経営体で、現状は３年度前より経営面積の拡大を行っている。（１点）



（４）経営管理の高度化
	□
	ア　現在、法人化している又は目標年度前に法人化することとしている。（２点）
	□
	イ　ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.又はＡＳＩＡＧＡＰの認証を取得している。（２点）
	□
	ウ　ＪＧＡＰの認証を取得している。（１点）



（５）農業者の育成
	□
	農業研修生（国内で農業を生業とする予定の者に限り、外国人技能実習制度に基づく者を除く。）を受け入れている（事業実施年度に受け入れる予定を含む。）、又は過去に受け入れていた。（１点）



（６）女性の取組　　※いずれかに該当すれば３点
	□
	ア　女性農業者（自らが農業経営を行っている又は部門間で区分経理を行っている場合に当該部門の責任者である者）
	□
	イ　代表者が女性であるか、役員若しくは構成員のうち女性が過半を占める法人又は任意組織
	□
	ウ　法人又は任意組織であって、部門間で区分経理を行っている場合に女性が当該部門の責任者であるもの



（７）区画拡大
	□
	区画拡大(50a以上）を実施又は実施する計画を有している（１点）
	□
	区画拡大(1ha以上)を実施又は実施する計画を有している（２点）



	(１)～(７)の合計ポイント（配分基準ポイント）
	　　　　/21
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